
告 示

�愛媛県告示第１０７２号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� Ｎ－エチル－１－（３－フルオロフェニル）プロパン－２－

アミン及びその塩類

� Ｎ－エチル－１－（４－フルオロフェニル）プロパン－２－

アミン及びその塩類

� Ｎ－フェニル－Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジ

ン－４－イル］シクロプロパンカルボキサミド及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成３０年１１月１７日

�������
�愛媛県告示第１０７３号
平成３０年１０月１０日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

児 玉 敬志郎 愛媛県伊予市大平１４
０１番地２

愛媛県伊予市中村甲
５３４番２ １，１５３

農事組合法人
はざめ

愛媛県宇和島市三間
町迫目１０３４番地１

愛媛県宇和島市三間
町迫目１１番ほか４７筆 ５３，０８０

合同会社
ファーム・尾崎

愛媛県四国中央市土
居町上野甲１６７４番地
１

愛媛県四国中央市土
居町上野甲１０００番ほ
か４筆

５，４０６

２ 認可年月日

平成３０年１１月７日

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１０７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５

項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧

に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・岩松地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１１月１９日から１２月１７日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所本庁及び津島支所

�������
�愛媛県告示第１０７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

伊予市稲荷地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・土段地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成３０年１１月１９日から１２月１７日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所本庁
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�愛媛県告示第１０７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、松山市下難波地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第７項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・下難波地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成３０年１１月１９日から１２月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所
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�愛媛県告示第１０７７号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成３０年９月愛媛県

告示第９０９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松野

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０７８号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成３０年９月愛媛県

告示第９０９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町蕨生３５０１
北宇和郡吉野生村大字蕨生

川 原 梅 吉
森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１４
０７の２、１４０７の３、１４０７
の６

北宇和郡広見町大字近永１１９４
番地
清 原 信 幸

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７６１、
１７７２

北宇和郡明治村大字豊岡１番
耕地２４６番地
関 本 音 治

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７１、
１７７３、１７７４、１７７６

宇和島市伊吹町４９７番地

関 本 五 郎
森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７１、
１７７３、１７７４、１７７６、１７６１、
１７７２

北宇和郡松丸町大字豊岡１番
耕地２３０番地
関 本 茂

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７１、
１７７３、１７７４、１７７６、１７６１、
１７７２

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地１４２番地
関 本 忠 吾

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７１、
１７７３、１７７４、１７７６、１７６１、
１７７２

北宇和郡松野町大字豊岡３２０
番地
関 本 福 治

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７１、
１７７３、１７７４、１７７６

北宇和郡松丸町大字豊岡１番
耕地４７５番地
高 石 国 江

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７５４
北宇和郡旭村大字芝３９番戸

田 中 シ ズ
森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１４
３５、１５２９

北宇和郡松野町大字奥野川甲
１５０７番地
藤 本 松 男

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７６１、
１７７２

北宇和郡明治村大字豊岡１番
耕地９９番地
松 岡 半 平

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７５５
北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地９９番地
松 岡 政 子

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７７０
北宇和郡明治村大字豊岡４９番
戸
山 田 鶴 吉

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡１７６９
北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地３５１番地１
山 田 守

森林所有者

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号
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１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松野

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０７９号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成３０年９月愛媛県

告示第９０９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７４
番戸
伊勢屋 五三郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３３の１、１７３３の２

北宇和郡吉野生村大字奥野川
８９番戸
一 野 長太郎

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生３３７４
の１、３３７４の２、３３７７

北宇和郡松野町大字蕨生３７３２
番地
井 上 徳 男

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７６
番戸
入 船 嘉代吉

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７８
番戸
上 岡 兵 吉

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６９
番戸
氏 本 権太郎

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生３３５７
の１、３３５７の２

北宇和郡吉野生村大字蕨生甲
１８９０番地
岡 本 乙五郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川８１
番戸
岡 本 吉三郎

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生３２５６
の１

北宇和郡松野町大字蕨生３５６０
番地
岡 本 昇

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７１
番戸
菅 要之進

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１５
５３

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１６６８番地
吉 良 長太郎

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生３２３０
の２、３２５２

松山市宮西一丁目５番３８号

�保田 正 一
森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡吉野生村大字奥野川
５８番戸
栗 木 五三郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６５
番戸
猿 屋 善 吾

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６４
番戸
猿 屋 安 治

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７９
番戸
関 盛太郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川８０
番戸
瀧 本 力 次

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７５
番戸
竹 本 兼 次

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生１７３３
の１、１７３３の２

北宇和郡成妙村大字大藤甲６９
５番地
太 宰 廣 一

抵当権者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川８２
番戸
谷 利 吉

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生３２３１
の１

東京都葛飾区下小松町１３７９番
地
辻 信 明

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６３
番戸
中 見 佐 市

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１０６１番地
西 村 正 象

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川５９
番戸
西 村 政 治

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１０６０番地１
西 村 銀一郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６８
番戸
檜 藤 吾

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７０
番戸
藤 岡 喜十郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６７
番戸
松 岡 亀太郎

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川８３
番戸
宮 � 新 三

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲９７３番地
宮 崎 八十松

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川７３
番戸
矢 野 宇 八

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川イ
７８番戸
矢 野 留 次

森林所有者

北宇和郡松野町奥野川１７
３６の１、１７３６の２

北宇和郡松野町大字奥野川６２
番戸
山 � 喜三郎

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地２
伊 藤 房 吉

森林所有者

北宇和郡松野町吉野３３４５
北宇和郡松野町大字松丸２４４
番地
大 村 喜三郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２８８番地
岡 村 鹿一郎

森林所有者

北宇和郡松野町蕨生２８６９
の１

宇和島市栄町港一丁目４番１１
号
岡 本 傳 男

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０９１
北宇和郡松野町大字豊岡４５４５
番地
亀 井 邦 彦

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地７６番地２
亀 川 春次郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１０４
北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地８２２番地
河内神社

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡７１番
戸
佐々木 志免吉

森林所有者

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字蕨生２８６７、大字上家地６８６の１（次の図に示す部分に

限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町石鎚字黒河３９４、４０２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８１号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町大郷字城ヶ平乙６１の３、字古田乙６３の３、乙６３の

６、字臼坪６５の１、乙６５の７、乙６５の８、乙６５の１２、字前北谷乙

６６の１４、字クワンス谷乙６７の１、乙６７の２、乙６７の４、乙６７の７

から９まで、乙６７の１２、字西谷乙６８の１、乙６８の２、字源左衛門

畑乙６９の１、乙６９の２、字柳谷乙７１の２５から２８まで、小松町石鎚

北宇和郡松野町豊岡５０８２、
５０８４、５０８５

北宇和郡松野町大字松丸甲９５
番地３
芝 季 好

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地７３番地
清 家 �治郎

森林所有者

北宇和郡松野町松野町吉
野３３３６、３３６１

北宇和郡松野町大字吉野丙７２
７番地
竹 内 馬 一

森林所有者

北宇和郡松野町松野町吉
野３３５６の２

松山市北持田町２７番地３

谷 崎 儀一郎
森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地４１６番地
中 野 武 八

森林所有者

北宇和郡松野町吉野３３３９
北宇和郡吉野生村大字吉野丙
１００番地
平 岡 友 市

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１２２
北宇和郡吉田町大字魚棚１１６
番地３
冨士川 トシ子

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２７８番地
藤 藪 松次郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３１１番地
古 川 セ ン

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８９、
５１１３、５１１５

東京都杉並区高井戸西二丁目
１０番９－４０７号
古 川 満 代

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１３３
北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地１６２番地１
堀 口 菊 治

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２０６番地
松 田 喜平治

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１３６
横浜市中区仲尾台３０番地５０ガ
ーデンヒルズ山手２０６号室
松 本 泉

森林所有者

北宇和郡松野町吉野３３４４
北宇和郡吉野生村大字吉野３２
番戸
松 森 興太郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１１１
北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地１
毛 利 彦四郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地１
毛 利 彦志郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１８６番地
毛 利 宗 治

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２１６番地５
毛 利 ムメノ

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１８８番地
山 木 音 吉

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡１４２
番戸
山 木 周 市

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０９９、
５１０５、５１２６

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地４０９番地
山 木 忠 吉

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡１３１
番戸
山 � 槇治郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１６６
北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 槇治郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０９８
北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 槙治郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０９２、
５０９３、５１１２、５１２７

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 正 明

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡松野町大字豊岡１３９
番戸
山 下 友 市

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０８０、
５０８６、５０９０

北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地８４番地
山 下 徳三郎

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５０９５
北宇和郡松野町豊岡１番耕地
３７８番地６
山 田 貞 義

森林所有者

北宇和郡松野町豊岡５１３２、
５１３４

宇和島市夏目町二丁目４番２０
号ハイツソレイユ２０３号
渡 邊 斉

森林所有者

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号
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字途中の川３３１５、３３１６、３３１８、３３２０、３３２３、３３２４、３３２７の３

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８２号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年９月愛媛県告示第９０

８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要
旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町柳井
川字本村１５００

上浮穴郡柳谷村大字柳井川イ
３９番戸
鈴 木 利三郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町柳井
川字本村１５０６、１５０９、１４
９３、１４９４

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１０
３１番地
鶴 井 金次郎

森林所有者・抵
当権者

上浮穴郡�万高原町西谷
字名荷５０２、５０８、５０９

愛知県春日井市上条町三丁目
１４番地３
南 孝 之

森林所有者

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８３号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年９月愛媛県告示第９０

８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要
旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町露峰
乙１３８４の１、乙１３８４の２

松山市道後一万４番１２号

井 口 泰 志
森林所有者

上浮穴郡�万高原町柳井
川字本村１４７３の１

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１１
２４番地
山 下 重千代

森林所有者

上浮穴郡�万高原町西谷
字本谷１２３２８の２

兵庫県川西小戸三丁目１３番１０
号
渡 部 昌 克

森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

露峰乙１３７９・乙１３８０の１・乙１３８１の１（以上３筆について

次の図に示す部分に限る。）、乙１３８０の２、乙１３８１の２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８４号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年１０月愛媛県告示第９６

３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要
旨を告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町本組
１８１３

東京都江東区新砂三丁目５番
１５号
宇都宮 稔

森林所有者

上浮穴郡�万高原町東明
神乙１１７７

兵庫県西宮区甲子園九番町１５
番１－１１２号
大 野 康 富

森林所有者

上浮穴郡�万高原町本組
１７９３

松山市一番町９番地１３

高 岡 スマ子
森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号
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� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８５号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年１０月愛媛県告示第９６

４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を西条市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８６号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年１０月愛媛県告示第９６

５号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を西条市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市小松町明穂字絹笠
丙３０２の１、丙３０３の１

西条市小松町大頭甲６５

明穂生産森林組合
森林所有者

西条市小松町明穂字門開
丙２９７、丙２９８の１、丙２９
９、丙３０１、字絹笠丙３０２
の２、丙３０３の３、小 松
町安井字ゲスケ乙１４６の
１、乙１４６の４、乙１４６の
６、字禅定寺畝乙１４７の
２、乙１４７の１３

西条市丹原町北田野１５８７

田野上方生産森林組合
森林所有者

西条市小松町安井字花園
乙１４５

西条市小松町安井甲３０２

新田神社
森林所有者

西条市小松町安井字ジヨ
乙１４４の１、乙１４４の２、
字ゲスケ乙１４６の２、乙
１４６の３、乙１４６の５、乙
１４６の７から１０まで

西条市小松町大頭甲６５

安井生産森林組合
森林所有者

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成９年７月２４日農林水産省告示第１２１４号（一に係るものに限

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市小松町石鎚字横峰
２２８６

松山市愛光町２の２９

伊 藤 正
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２０、２３３６

西条市中奥２号５１

伊 藤 義 雄
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２７

西条市小松町石鎚甲１７９２

伊 東 義 道
抵当権者

西条市小松町石鎚字横峰
２２３８、２２４４の１、２２４４の
２、２２４５、２２５１、２２５７、
２２６５、２２８７

西条市小松町石鎚９０の３

大峯寺
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２７

西条市三津屋南３の３７

菅 愛 子
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２７

西条市北条１６５５の３

菅 一 子
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２７

西条市三津屋南３の３７

菅 トキヨ
森林所有者

西条市小松町石鎚字湯浪
３９１７

山口県岩国市尾津町１－２８－
６－１０３
曽 我 宏 治

森林所有者

西条市小松町石鎚字湯浪
３８９１

松山市来住町１４２９

佐 伯 基
森林所有者

西条市小松町石鎚字横峰
２３２６

西条市周布８２２

武 田 資 郎
森林所有者

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号

９８５



��������������

��������������

��������������

��������������

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０８８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１６１００号 平成２９年
５月２日 松山トーヨー住器� 漆原 敏光 松山市山越４－１１－３５ 平成３０年

１０月１日 建具工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１５４３０号 平成２５年
１０月１４日 中野設備 中野 和寿 伊予市三秋甲８－１ 平成３０年

１０月３日 管工事業 建設業の廃止

（般－２７）第５７６７号 平成２７年
１１月５日 �ＮＹクリエイト 倉本 展男 松山市余戸東５－１－６ 平成３０年

１０月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１３２１５号 平成２７年
１０月３１日 �アット 池内 武広 松山市平井町甲２３８２ 平成３０年

１０月１７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１７９７１号 平成２９年
８月２日 さくら建築� 兵頭 淳 伊予郡松前町大字西古泉

２８５－１
平成３０年
１０月１７日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山伊予線
伊予市中山町佐礼谷１号１９３番６から

同町佐礼谷１号１６８番４まで

旧 ５．８～１８．３ ０．０９１

新 １２．７～３２．１ ０．０９１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山伊予線
伊予市中山町佐礼谷１号１９３番６から

同町佐礼谷１号１６８番４まで
平成３０年１１月１６日

愛 媛 県 報平成３０年１１月１６日 第３０２８号
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訓 令

�愛媛県告示第１０９２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２７号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線 松山市横谷乙４４０番７７ 平成３０年１１月１６日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第１４７３７号 平成２８年
５月１０日 鍜治岡産業 鍜治岡 勝 大洲市喜多山甲２０７－２ 平成３０年

１０月２日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃業

（般－２８）第０１７７０３号 平成２８年
４月２２日 リベルテスクウェア� 兵頭 孝之 西予市宇和町卯之町４－

５５５
平成３０年
１０月９日

大工工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃業
（一部）

（般－２６）第１６５２５号 平成２６年
７月７日 南予フェンス工業 大塚富士夫 宇和島市三間町土居垣内

２９
平成３０年
１０月１９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山２５５３番２から

同町立山２３５８番１まで

旧 ３．０～ ７．０ ０．２４９

新 ４．５～１６３．０ ０．２４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山２５３６番２から

同町立山２３５８番１まで
平成３０年１１月１６日
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平成３０年１１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

室

長

部

長

室

長

商

工

観

光

室

１～１３ 省略 商

工

観

光

室

１～１３ 省略

１４ 中小企業

等経営強化

法の施行に

関する事務

１ 経営革新計画の承認及び変

更の承認（第８条第１項、第

９条第１項、第６０条第２項）

○ １４ 中小企業

等経営強化

法の施行に

関する事務

１ 経営革新計画の承認及び変

更の承認（第８条第１項、第

９条第１項、第４８条第２項）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 調査並びに指導及び助言

（第５８条第１項、第５項）

○ ３ 調査並びに指導及び助言

（第４６条第１項、第４項）

○

４ 承認経営革新計画の実施状

況の報告の徴収（第５９条第１

項）

○ ４ 承認経営革新計画の実施状

況の報告の徴収（第４７条第１

項）

○

１５～１７ 省略 １５～１７ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２３ 省略

�の２４ 中小企業等経営強化法第５８条第１項の規定に基づく調査

に関すること。

�の２５ 中小企業等経営強化法第５８条第５項の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の２６ 中小企業等経営強化法第５９条第１項の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の２７～� 省略

５・６ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２３ 省略

�の２４ 中小企業等経営強化法第４６条第１項の規定に基づく調査

に関すること。

�の２５ 中小企業等経営強化法第４６条第４項の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の２６ 中小企業等経営強化法第４７条第１項の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の２７～� 省略

５・６ 省略
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公営企業告示

正 誤

�正 誤

平成３０年９月２８日付け第３０１４号愛媛県規則第４６号（指定居宅サー

ビス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定

等に関する規則の一部を改正する規則）中

�愛媛県公営企業告示第９号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１１月１６日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

１．５テスラ磁気共鳴診断（ＭＲＩ）
装置 １式
（月額賃借料／県立南宇和病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成３０年１１月１日
株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号

３，５４６，１８０円 一般競争入札 平成３０年９月１４日

ページ 箇 所 誤 正

７６９ 改正後欄中
上から２１行目 � 省略 � 省略

平成３０年１１月１６日 発行
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